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震災による悪影響を受けた漁業経営体育成の新たな仕組み
（がんばる漁業復興支援事業）

○ 地域で策定した復興計画に基づき、省エネ高性能漁船の導入等により、震災前以上の収益性の確保を目
指す事業を行う漁協等に対し、操業費用（人件費、減価償却費等）、燃油代等、必要な経費を助成。
赤字が出た場合、国が赤字の一部を支援。

○ このことにより、震災による悪影響を受けた漁業経営体の早期復興が図られる。
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赤字の1/2（新船導入
型）、又は9/10（既存
船活用型）を国が負担

黒字を漁業者が受領し事業終了又は、
黒字の1/2（既存船活用型）又は9/10
（新船導入型）を国庫返還し、事業継続
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